
 ２月 27日（火）   本会議（招集日）

 ３月 ２日（金） ・ ５日（月） 市政一般質問（個人）

  ６日（火） ・ ７日（水） 　　　〃

  ８日（木） ・ ９日（金） 常任委員会

  １２日（月） ・ １３日（火） 　　　〃

  １４日（水） ・ １５日（木） 　　　〃

  １６日（金）   　　　〃

  ２０日（火）   本会議（最終日）

※ 予定は、変更となる場合があります。

2月定例会の予定は次のとおりです。長崎市議会では、本会議の模様を次のとおり放映しています。

○インターネット中継（生中継・録画中継）
　詳しくは、ホームページをごらんください。
　長崎市議会ホームページ

httl://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/gikai/

○長崎ケーブルメディア（生中継）
　９ch（デジタル011ch）・61ch（デジタル012ch）
※９ch（デジタル011ch）については、会議途中で終了することがあります。

　詳しくは、議会事務局調査課（TEL095-829-1201）までお尋
ねください。
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市 議 会 だ よ り 平成19年２月 （12）

９
月
22
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
市
を

平
成
26
年
に
開
催
さ
れ
る
第
69
回
国
民
体
育

大
会
総
合
開
会
式
・
閉
会
式
の
会
場
と
す
る

こ
と
を
県
に
対
し
強
く
要
望
す
る
こ
と
を
決

議
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
正
副
議
長
が
、
県

知
事
と
県
議
会
正
副
議
長
に
対
し
、
決
議
書

を
提
出
し
、
趣
旨
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

本
市
議
会
か
ら
、
山
口
　
博
議
員
、
福
島

満
徳
議
員
、
陣
内
八
郎
議
員
、
前
田
哲
也
議

員
を
、
長
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

議
会
議
員
と
し
て
選
出
し
ま
し
た
。

本
市
議
会
議
員
と
し
て
、
35
年
以
上
地
方

自
治
の
振
興
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
に
よ
り
、

中
村
七
生
議
員
に
対
し
、
総
務
大
臣
か
ら
授

与
さ
れ
た
感
謝
状
の
伝
達
を
行
い
ま
し
た
。

本
市
経
理
処
理
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
、
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
協
議
会
の
模
様
は
、
長
崎
市

議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

録
画
中
継
で
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

正
副
議
長
と
厚
生
委
員
会
の
正
副
委
員
長

を
初
め
と
す
る
委
員
が
、
理
事
者
と
と
も
に
、

乳
幼
児
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
に
お
い
て
現

物
給
付
を
導
入
し
て
も
補
助
率
の
引
き
下
げ

を
行
わ
な
い
よ
う
、
副
知
事
及
び
県
議
会
議

長
に
対
し
、
要
望
し
ま
し
た
。

議
会
の
動
き

第
６９
回
国
民
体
育
大
会
総
合
開
会
式
及
び

閉
会
式
会
場
の
誘
致
に
関
す
る
決
議
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１０
月
１６
日
）

長
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会

議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
　

（
１２
月
２１
日
）

感
謝
状
の
伝
達
　
　
　
　

（
１２
月
２１
日
）

長崎県知事への決議書
提出のようす

全員協議会のようす

長崎県議会議長への
要望のようす

全
員
協
議
会
の
開
催
　
　

（
１２
月
２１
日
）

乳
幼
児
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
に
お
け
る

財
源
の
堅
持
を
求
め
る
要
望
（
１２
月
２５
日
）

議会活動検討会による議員定数の見直し
検討について
長崎市議会の議員定数は、44人でしたが、

市町村合併後、旧７町の区域から１人ずつ選
出され、議員定数は51人となりました。
そのため、新たに議会活動検討会を立ち上
げ、議長から今後の本市の厳しい財政状況や
人口規模を踏まえた中で、議員定数の削減も
含め議員定数のありかた等について諮問を受
け、調査・検討を行ってまいりました。
しかし、その後、総務省から「現在の議員
定数は、平成23年５月１日までの期間につい
て、合併協議会で決定、告示されたものであ
り、長崎市の議員定数を見直すことはできな
い。」との強い指導を受け、その結果、同検
討会は、議長に対し、現段階においては、議
員定数の見直しはできないとの答申を行いま
した。
議長は、このことを受け、平成18年11月27
日開催された議会運営委員会において、同検
討会の答申の理由により、平成23年５月１日
までの議員定数の見直しはできないことにつ
いてはやむを得ないとの報告を行い、同委員
会で了承され、決定いたしました。


